
 

刈谷城石垣隅櫓整備事業にかかる質問に対する回答【７回目・修正】  
（令和７年３月１４日受付分）  

番号 資料名等 
ページ

番号 

事項番

号 
質 問 内 容 回 答 

1 

様式第 4 号 

(共同企業

体) 

入 札 参 加 資

格 確 認 申 請

書  

  

「実施説明書 P. 7」、「ウ異業種 JV に求める条件について」、「（ア）設計

を行う者」、「c.元請として、以下の実績を有すること。」に(a)、(b)の 2

業務の実績を求められていますが、様式第 4 号（共同企業体）の添付書

類「施工実績等（別表）」に各構成員 1 通ずつと記載があります。2 業務

記載が必要なため、2 通としても良いでしょうか。  

2 通として構いません。 

２ 

様式第 4 号 

(共同企業

体) 

入 札 参 加 資

格 確 認 申 請

書  

  

「実施説明書 P7」、「ウ異業種 JV に求める条件について」、「（ア）設計を

行う者」、「ｄ次に掲げる条件を満たす者を技術者としてそれぞれ配置で

きること。」から（a）、(ｂ)の 2 名を設計業務から記載する必要があると

思いますが、様式第 4 号（共同企業体）の添付書類「配置予定技術者調

書（様式第 5 号）」に各構成員 1 通ずつと記載があります。2 名記載する

必要があるため、2 通としても良いでしょうか。  

2 通として構いません。 

３ 

様式第 4 号

(共同企業

体) 

入 札 参 加 資

格 確 認 申 請

書  

  
添付書類として「国税・地方税完納証明書」と記載されていますが、取

得の適切な時期および有効期間についてご教示願います。  

入札参加資格申請日において、発行日より 3 か月以内のものとします。 

なお、地方税については愛知県税及び刈谷市税に未納がない事とし、愛

知県税及び刈谷市税に納税義務がない事業者は添付不要とします。 

４ 

様式第 4 号

別表 

施 工 実 績 等

（別表）  

  

「実施説明書 P. 7」、「ウ異業種 JV に求める条件について」、「（ア）設計

を行う者」の場合、様式に記載のある「施工」、「工事」の言葉を「業

務」に修正、「コリンズ」の言葉を「テクリス」に修正しても良いでしょ

うか。  

設計業務については、適宜読み替えていただいて構いません。 

５ 

様式第 8 号 

技術提案書

届出書  
  

留意事項に「A4 版サイズ（A3 版折込可）」「フォントは 10 . 5 ポイント以

上を原則」と記載されています。一方で「技術提案作成要領 P. 3」、「1 総

則」に「技術提案書の用紙サイズは A3 片面使いとする。」また「技術提

案書作成要領 P. 5」、「※文字の大きさは 10 ポイント以上」と記載があり

ます。どちらが正でしょうか。  

フォントは 10.5 ポイント以上を原則とし、A3 片面使いとします。 

技術提案書届出書及び技術提案書作成要領の修正を行います。 

６ 要求水準書  6  
6  

オ  

「本市が学識経験者へ支払している謝礼は、11, 0 0 0 円/時間である。」と

ありますが、同様の金額とした場合、11, 0 0 0 円×打合せ時間×人数×回

数+旅費総額という考えで良いでしょうか。  

その通りです。  

７ 要求水準書  6  
6  

オ  

「意見徴収する学識経験者は最大 4 名、回数は 5 回程度を想定してい

る。」と記載されていますが、「要求水準書Ｐ.7」、「カ打合せ」の中間打

合せ内で学識経験者の意見徴収を行う事としても良いでしょうか。  

中間打合せ（10 回）は本市との協議を想定しておりますが、学識経験

者との打合せと兼ねることは支障ありません。 

８ 要求水準書  7  
6  

カ  

「計 12 回打合せ協議を実施するものとする。」と記載があります。一方

で「実施説明書Ｐ4」、「⑷事業期間」に、「設計業務の期間は、令和 8 年

3 月 31 日までとする。」と記載があります。優先交渉権者の決定が令和 7

年 5 月下旬との予定から、業務着手時打合せ協議が早くとも 6 月に実施

となるかと思われます。12 回の打合せ協議では、月 1 回以上のペースで

打合せ協議となってしまうため、過剰かと思います。回数は厳守でしょ

うか。また中間打合せは、Ｗｅｂ形式でも良いでしょうか。  

指定する回数以下であった場合には、その実績に応じて減額変更契約を

行うものとします。また、中間打合せは原則として対面とします。 

９ 要求水準書  1 5  
1 2  

（6）  

「現場視察等ウ」に関して、「設計から整備工事の過程を冊子や映像で記

録する方法を提案すること」と記載されていますが、この記録方法の提

案のみを求められているのか、それとも冊子 400 冊の作成および映像記

録の作成費用が設計業務費に含まれるのか、ご教示願います。  

冊子や映像での記録について、設計業務の過程は、設計業務委託内で記

録するものとし、整備工事の記録及び冊子・映像の作成については、工

事施工業務で実施するものとします。 



 

１０ 実施説明書  5  
1  

( 6 )  

「日時：令和 7 年 2 月 3 日〜令和 7 年 4 月 18 日」に「項目：競争参加

資格確認結果の通知（随時）」と記載があります。提出期限日以前に資料

を提出すれば、提出期限日を待たずに競争参加資格確認結果の通知を頂

けると読み取れます。 

一方で、「実施説明書 P.1 0」、「⑸注意事項」に、「ウ競争参加資格の確認

については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、」と記載があ

ります。こちらは提出期限日以前に資料を提出しても、提出期限日であ

る 4/1 8～4/ 2 5 に競争参加資格結果の通知を頂けると読み取れます。ど

ちらが正でしょうか。  

提出期限日以前に（様式第４号）入札参加資格確認申請書の提出がされ

次第、審査を行い、通知する予定です。実施説明書について、修正を行

います。 

１１ 

参考資料の

うち亀城公

園歴史的建

造物基本設

計報告書 

平成 28 年

３月  

2 1 4 -

2 2 3  
 

基本設計では、雨水排水は、石の側溝を設置し、城池まで排水するとな

っていますが、実施設計ではどの範囲まで設計が必要でしょうか？  
建造物周辺の排水構造物から流末まで設計を行ってください。 

１２ 

参考資料の

うち亀城公

園歴史的建

造物基本設

計報告書 

平成 28 年

３月  

2 3 4 -

2 3 9  
 

基本設計では、照明設備ほか電気設備が示されていますが、電気の引き

込み位置はどこからになりますか？また仮設電源の引き込み位置も教え

てください。  

電気設備の引込位置については、設計業務内で検討するものとします。 

１３ 要求水準書 15  
１２ 

（４） 

参考資料「（イ）亀城公園歴史的建造物等基本設計報告書(平成 28  年 3 

月)」p. 2 3 4～2 35 にて「9. 設備計画(2)照明設備①ライトアップ照

明」について記載がございます。今回の刈谷城石垣隅櫓整備事業に含ま

れるライトアップ照明は、どこまでの範囲になるのかご教示ください。 

ライトアップの照明の範囲については、基本設計とおりとし、詳細につ

いては、設計業務内で検討します。 

１４ 要求水準書 15  
１２ 

（４） 

参考資料「（イ）亀城公園歴史的建造物等基本設計報告書(平成 28  年 3 

月)」p. 2 3 7 にて「(4 )弱電設備」について、以下の記載がございます。 

①電話設備⇒設けない 

②LAN 設備 

③監視カメラ設備 

④その他の弱電設備⇒テレビ共聴設備、インターフォンなどは設けない 

 

要求水準書には「弱電設備、LAN 設備、監視カメラ設備」とございます

が、LAN 設備、監視カメラ設備以外に必要となる弱電設備がございまし

たら、ご教示ください。 

LAN 設備、監視カメラ設備以外に必要となる弱電設備は今のところ想定

しておりませんが、詳細については、設計業務内で検討します。 

 


